
町
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
書
の
提
出
は

　
　

２
月
18
日（
月
）〜
３
月
15
日（
金
）ま
で

　

今
年
も
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
が
、
準
備
は
お
済
み
で
す
か
。

　

こ
の
申
告
は
、
平
成
24
年
中
の
所
得
を
申
告
す
る
も
の
で
、
平
成
24
年
分
所
得
税
、
平
成
25
年
度
の
町
県
民
税
の

課
税
基
礎
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
別
表
の
と
お
り
申
告
相
談
を
地
区
別
に
実
施
し
ま
す
。
申
告
期
間
中
は
、
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
地
区

割
日
程
表
を
参
考
に
お
早
め
に
申
告
さ
れ
ま
す
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、「
町
県
民
税
申
告
書
」
は
、
前
年
の
申
告
状
況
等
に
基
づ
き
送
付
し
て
い
ま
す
。
以
下
の
内
容
を
よ
く
ご
覧

い
た
だ
き
申
告
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。相談会場　文化会館　集会室

受付時間　午前９時～11時、午後１時～４時
※期間中の土・日を除く毎日

※記入済の申告書は、税務課及び文化会館で受付します。
※町民サービスセンターでは、受付できませんのでご注意ください。

所
得
税
の

確
定
申
告
が
必
要
な
方

●
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
る
方
で
、
所
得
金
額
の

合
計
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を

超
え
る
方

●
土
地
や
建
物
等
の
不
動
産
を
お

売
り
に
な
っ
た
方
や
株
式
等
の

資
産
を
お
売
り
に
な
っ
た
方

※
譲
渡
所
得
の
申
告
相
談
は
、
東

金
税
務
署
で
受
け
ら
れ
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

●
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え

る
方

●
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

●
給
与
を
２
ヶ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な

か
っ
た
方

●
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
を
超

え
る
方

●
年
金
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
方

※
給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
の

方
で
、
医
療
費
控
除
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け

る
方
は
、
還
付
申
告
を
し
ま

し
ょ
う
。

町
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
方

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
、
横

芝
光
町
に
住
所
が
あ
り
、
次
に
該

当
す
る
方
は
町
県
民
税
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
る
方
で
確
定
申
告
の
必

要
が
な
い
方

●
前
年
中
の
所
得
が
給
与
の
み

で
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
※
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い

方（
勤
務
先
で
提
出
の
有
無
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

●
前
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
等

の
み
で
、
支
払
者
か
ら
町
へ
※

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

な
い
方

●
前
年
中
の
所
得
は
な
い
が
、
町

内
居
住
の
家
族
の
控
除
対
象
扶

養
親
族
等
に
な
っ
て
い
な
い
方

※
支
払
報
告
書
…
給
与
や
年
金
等

の
支
払
者
が
前
年
中
の
支
払
金

額
等
を
、
支
払
い
を
受
け
た
方

が
居
住
す
る
市
町
村
に
報
告
す

る
書
類

持

参

す

る

も

の

・
印
か
ん

・
事
業
所
得（
営
業
・
農
業
等
）の

方
は
、
収
支
内
訳
明
細
書
な
ど

収
入
･
支
出
の
わ
か
る
書
類

・
給
与
所
得
の
あ
る
方
や
年
金
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
源
泉
徴

収
票

・
所
得
控
除
に
必
要
な
書
類（
医

療
費
、
社
会
保
険
料
、
生
命
保

険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
領

収
書
ま
た
は
証
明
書
）

※
社
会
保
険
料
の
う
ち
「
国
民
年

金
等
」
は
、
日
本
年
金
機
構
及

び
各
年
金
基
金
発
行
の
控
除
証

明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

※
還
付
申
告
さ
れ
る
方
は
申
告
者

本
人
名
義
の
預
貯
金
口
座
の
わ

か
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
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